
 

教 育 委 員 会 会 議 提 出 議 案 

 

第５９号  

 

 

福岡県教育委員会の主管に属する公益信託の引受けの許可及び 

監督に関する規則を廃止する規則の制定について 

 

 

このことを、別案のとおり提出する。 

 

 

 

 

 

                    令和８年３月１３日  

教 育 長  

                    

 

 

（理由） 

 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の制定により、公益信託ニ関スル法

律（大正１１年法律第６２号）の規定に基づく公益信託に関する制度が廃止されたこと

に伴い、規則を廃止するものである。 
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（教育庁総務企画課） 

 

福岡県教育委員会の主管に属する公益信託の引受けの許可及び 

監督に関する規則を廃止する規則の制定について（概要） 

 

 

１ 制定理由 

  公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号。以下「新公益信託法」とい

う。）の制定により、公益信託ニ関スル法律（大正１１年法律第６２号）の規

定に基づく公益信託に関する制度（主務官庁制）が廃止され、同法の規定によ

る公益信託の引受けの許可及び監督の根拠がなくなったため、規則を廃止す

るものである。 

 

２ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

３ その他 

規則廃止後における新公益信託法施行前に効力が生じた公益信託の業務の

監督については、新公益信託法附則第２条第２項及び信託法の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第１０９号）第２条の規定により、

なお従前の例によることとされており、当該規則も包括的に経過措置が適用さ

れる。 
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